
 

件名：【新型コロナウイルス】クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について（追加

情報） 

●〇●〇●新規事項●〇●〇●  

１ クリスマス及び年末年始における規制措置の勧告について（追加情報） 

 １ ２ 月 ２ ２ 日 付 け 当 館 発 領 事 メ ー ル （ https://www.es.emb-

japan.go.jp/files/100129578.pdf））にてお知らせいたしました、クリスマス及び年末年始

における各州の規制措置のうち、州外への出入り制限について、アラゴン州、カタルーニャ州、

マドリード州、ナバラ州、バスク州、リオハ州の６州では、家族や親戚等の近しい人の家へ行

くことを理由とする移動の際に証明書の携帯を求める措置がとられておりますところ、各州の

証明書フォーマットについて以下のとおりご案内します。 

 

アラゴン州： 

（証明書フォーマット） 

https://www.aragon.es/documents/20127/38742837/Declaracio%CC%81n+Re

sponsable+Art3.3+sobre+movilidad.docx/2dbaf96f-4858-a339-51f8-

6b57c6de88ff?t=1608409508201 

 

カタルーニャ州： 

https://certificatdes.confinapp.cat/#/ 

（※フォームに必要事項を記入すると証明書が作成される仕組み。） 

 

マドリード州： 

（証明書フォーマット） 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/modelo_de_declar

acion_responsable-_visitas_navidad.pdf 

 

ナバラ州： 

（証明書フォーマット） 

https://www.navarra.es/documents/3860554/5945554/SALVOCONDUCTO+C

ASTELLANO_pdf+sa.pdf/89dd081d-3e61-a9a6-89ce-

7da41fd45351?t=1608116881275 

 

バスク州： 

（証明書フォーマット） 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/certificado_movilidad/eu_def/ad

juntos/erantzukizunpeko-adierazpen-eredua-44-2020.pdf 
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リオハ州： 

（証明書フォーマット） 

https://ckan.larioja.org/dataset/becc4f51-8890-4e4e-ad74-

51f58065ea81/resource/a0571660-8d7e-459b-ba65-

1f44fdad5ddb/download/declaracion_resp_navidad_1.pdf 

 

２ スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について 

スペインにおける新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生状況等については、以下

のスペイン保健省HPをご参照ください。 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

-China/situacionActual.htm 

  

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●  

１ コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応  

（１）スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場

合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約２メートル以上保ち、濃厚接触を避けると

ともに、電話（基本的には１１２）により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を

受けることが求められております。  

   

（２）各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありま 

すところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。  

   

（在スペイン大使館 HP：各州相談連絡先一覧 URL）  

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf 

 

（３） 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご

注意いただきたいこと～８つのポイント～」として以下のとおり注意ポイントを紹介しており

ますところ、当館からもご紹介いたします。  

 【８つのポイント】  

・部屋を分けましょう  

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。  

・マスクをつけましょう。  

・こまめに手を洗いましょう。  

・換気をしましょう。  

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。  
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・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。  

・ゴミは密閉して捨てましょう。  

（日本の厚生労働省参考 URL）  

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf 

  

２ ご帰国に際しての参考情報 

■水際対策の抜本的強化に関するＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanr

enkigyou_00001.html 

 

■日本の主要国際空港での検査について 

（成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでの PCR 検査から唾液による抗原検

査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。） 

【成田空港】 

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf 

【羽田空港】 

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf 

【関西空港】 

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretami

nasamahe.pdf 

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機するこ

と 

＊到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間～２日

程度（成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね２～3 時間程度に短縮されてい

ます。） 

 

●大使館連絡先等  

   

１ 外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

    

２ 在スペイン日本国大使館  

電話: +(34)-91-590-7600（代表）  

ホームページ：https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

    

３ 在ラスパルマス領事事務所  

電話：+(34)-928-244-012  
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ホームページ：https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html 

    

４ 在バルセロナ日本国総領事館  

電話：+(34)-93-280-3433  

ホームページ：http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

    

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメール 

アドレスに自動的に配信されております。  
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